
平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 大津市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人あさがお 

委託内容：市民の参画による成年後見活動あり方検討会 

 

事 業 内 容 

大津市において、市民参画のもとでの成年後見活動を安定的に実施するため

のシステム構築を目的としてあり方検討会を設置し、大津市における権利擁

護支援のあり方についての検討を行っている。 

  

～検討委員会～ 

（構成メンバー）市役所、市社協、県社協、弁護士会、司法書士会、社会 

        福祉士会、学識経験者、特定非営利活動法人あさがおなど 

（検討内容） 

①市民の成年後見活動への参画についての検討 

②大津市における後見活動のスタンダードの構築 

③市民のバックアップ体制の強化のために必要となる関係機

関との連携強化を図るための取り組みについての調査研

究など 

 

事業スケジュール 

（予定を含む） 

～検討委員会～ 

平成２５年 ８月２６日 第１回検討委員会開催 

     １２月１１日 第２回検討委員会開催 

平成２６年 ３月 ３日  第３回検討委員会開催 

 

～検討委員会（作業部会）～ 

平成２５年 ９月１２日 第１回検討委員会開催 

      １０月９日 第２回検討委員会開催 

１１月５日 第３回検討委員会開催 

平成２６年  １月９日  第４回検討委員会開催 

       ２月７日 第５回検討委員会開催 

 

 

 

 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 大津市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人あさがお 

委託内容：専門職による相談会と権利擁護検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民参画のもとでの成年後見活動の安定的な実施に向けて、何が支障とな

っているかを調査し、もって市民の適正な活動のために必要な支援を明らか

にするため、市民等を対象に成年後見等に関する専門職による相談会を実施

する。 

 また、市民後見人の活動に対する支援体制のさらなる充実に向けて、成年

後見制度における地域のニーズを考察し、関係機関及び関係団体相互の理解

を深めるため、専門職らの参集のもと具体的な事例を題材とした権利擁護検

討会を開催する。 

 同日の午前と午後に開催する。 

～相談会～ 

（対象）   障害者・高齢者本人、家族、関係者 

（相談員）  行政及び弁護士・司法書士・社会福祉士・滋賀県社協職員・

大津市社協職員・特定非営利活動法人あさがお職員 等  

（場所）   市内３カ所実施（各１回） 

 

～権利擁護検討会～ 

（出席者）  法人職員及び専門職後見人・行政職員・社協職員等  

（検討事例） 弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、市社協より提出され

た事例 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成２５年１０月１４日 第１回相談会、権利擁護検討会 実施 

１２月２１日 第２回相談会、権利擁護検討会 実施 

平成２６年 ２月 １日 第３回相談会、権利擁護検討会 実施 

 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 26年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 大津市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人あさがお 

委託内容：市民啓発講座・セミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見活動への参画に対する市民の意識の醸成に向けて、加えて、成年

後見制度の理解を深めることを目的に、市民を対象としたセミナー及び講座

を開催する。 

～市民啓発講座～ 

（対象） 

 市民・専門職・行政職 

（講師） 

 竹下 育男 氏(せせらぎ法律事務所 弁護士) 

 

 

～成年後見セミナー～ 

 （対象） 

 市民・専門職・行政職 

（講師等） 

上山 泰 氏(新潟大学法学部 教授) 

行政・弁護士・司法書士・社会福祉士及び特定非営利活動法人あさがお

職員など 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

～市民啓発講座～ 

「はじめての成年後見講座」 

第１回 平成２５年１０月 ６日 

第２回 平成２６年 １月１９日 

～成年後見セミナー～ 

「市民と創る権利擁護のまちＯＴＳＵ」 

平成２６年 ３月２９日 

 

 

備      考 

 

 

 

別添 


